
■ 条例違反の施設管理者への対応フロー図 
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⑦ 命 令 ⑦ 命 令（第 16条第４項） 

公表後も改善を行わない施設管理者に対して、適切な措置

を行うよう命令を行います。 

① 情報提供 

条例違反の施設に関する情報提供があった場合、違反と思

われる内容等を確認します。 

② 電話連絡・文書送付等 

条例の周知と遵守及び喫煙環境表示等の協力依頼を目的と

して、電話連絡・文書送付等（以下「電話連絡等」という。）

を行います。 

③ 個別訪問・協力依頼 

電話連絡等による条例への協力依頼、助言等を行った結果、

改善が見込めない場合は、任意の個別訪問により協力依頼を

行います。 

⑤ 勧 告（第 16条第１項及び第２項） 

指導後もなお改善が見られない施設に対し、取組を促すた

めに、勧告を行います。 

⑥ 公 表（第 16条第３項） 

勧告後も改善の見込みが無い場合には、公表を行います。

公表する場合は、県ホームページに２ヶ月程度掲載します。 
 

 
④ 指導・助言 

立入検査等 

④ 指導・助言（第 15条）、立入検査等（第 21条） 

電話連絡等や個別訪問による条例への協力依頼等を行った

結果、改善が見込めない場合、指導を行います。また、必要

があると認める場合は、立入検査等を行います。 

《条例に基づく手続》 

《行政処分の手続》 

 
⑧ 処分の告知 ⑧ 処分の告知 

命令に従わない場合は、過料の処分を行います。 
過料処分を行う場合は、処分の告知を行います。 

 
⑨ 過料処分 ⑨ 過料処分（第 24条第１項） 

過料処分決定通知書を交付します。 


